
声明 

「基本合意」を破り、「骨格提言」を棚上げにした 

障害者総合支援法の可決・成立に強く抗議します 

 

                              ２０１２年６月２０日 

                       全国障害者問題研究会常任全国委員会 

 

 

 ６月２０日、国会は、多くの障害者・関係者の声を踏みにじり、民主・自民・公明三党

の多数の暴挙によって、障害者総合支援法を可決・成立させました。この法は、「基本合

意」を破り、障害者団体が一致してまとめあげた「骨格提言」を棚上げにするもので、「新

法」とは名ばかりです。 

 

 天下の悪法・障害者自立支援法は、障害者・関係者のねがいと大きな世論によって否定

され、違憲訴訟団は国と基本合意を締結し、司法「和解」しました。この基本合意と障害

者権利条約を指針として、政府機関として制度改革推進会議がもたれ、総合福祉部会は全

員一致で骨格提言をまとめました。全国で２００をこえる自治体は骨格提言にもとづく総

合福祉法を求める決議をあげています。 

 

 しかし、厚労省が２月に示した法案は、自立支援法の「廃止」ではなく「一部改正」で

した。多くの厳しい批判があったにもかかわらず、政府与党は３月に閣議決定・国会上程

し、４月２６日には衆議院本会議で一切の審議もなく採決しました。これに前後して、国

会前には雨の日も風の日も全国各地から４５００名を越える障害者・関係者が駆けつけ、

基本合意を守り、骨格提言を尊重した徹底審議を求め声を上げていました。 

 

 総合支援法では、「障害者の人間としての尊厳を深く傷つけた」応益負担はなくなりま

せん。収入認定は家族の収入を除外して障害児者本人だけにすべきです。制限列挙の「障

害の範囲」では、「谷間の障害」はなくなりません。これでは障害者権利条約の批准条件

は満たせません。 
そして、「金ないものから金とるな！」。私たちが求めているのは「特別」なものでは

なく、極端に低い日本の福祉予算を、せめて OECD 諸国の平均並にすること。同年齢の市

民と同等の権利を保障することなのです。 

 

 国が締結した基本合意という約束を破ることは、法治国家としての民主主義のルールを

破壊する歴史的な暴挙です。 

 

 私たちは障害者団体やさまざまな行政訴訟団、多くの市民とより固く連帯し、基本合意

を守り、骨格提言を尊重した障害者総合福祉法の実現を求めます。障害者権利条約の批准

にたる国内法制度の抜本改正をひきつづき、強く求めつづける決意です。 

 


